
 

 

渉外社員の配置適正化に伴う配置転換について 

 

 

 信越地本と日本郵便（株）信越支社総務・人事部は、「渉外社員の配置適正化に伴う

配置転換」について、以下の通り整理しました。 

 

 標記は「効率化協議協約」に基づき３ヶ月前に具体的要員措置計画（交渉情報ＮＯ．

５０（１２／２４発出））が示されており、提示以降、当該支部と連携をはかり対応し

てきたものです。 

  

１ 渉外社員計画人員の異動 

異動元 異動先  

備考 局名 現人員数 実施後社員数 局名 新人員数 

紫雲寺局 ２ ０ 聖籠局  ４ 要員協議なし 

加治局 ２ ０ 新発田局 ２１ 要員協議なし 

中条局 ９ ７ 坂町局（復活）  ２ 要員協議実施 

佐和田局 ３ ２ 真野局（復活）  １ 要員協議実施 

※ 紫雲寺局並びに加治局については現在員全員が聖籠局並びに新発田局に異動となるため、

要員協議は行いませんでした。 

 

２ 配置転換実施日 

    ２０１６年４月１日 

 

３ その他 

    配置転換者については、配転一時金が支給されます。 
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